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米国職業教育法による「性の公正」の取り組み

-1990年代のオハイオ州の場合-
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は じ め に

アメリカ合州国において「性の公正」のための教育

的取り組みを推進してきたものに職業教育法がある。

最初に職業教育法にsex equity (性の公正は今日で

はgender equity と呼称されている)の視点が盛り込

まれたのは, 1976年の1963年職業教育法修正である。

その後, 1984年Carl D. Perkins Vocational Educa-

tion Act (1984年法と略す), 1990年のCarl D. Perkins

Vocational and Applied Technology Education Act

amendment of 1990 (1990年法と略す)においても「性

の公正」のための視点が継続され,我が国ではみられ

ない教育的取り組みが展開されてきた1)。

1984年法以降,「柔軟性」が強調され補助金の運用は

大枠で規定され,具体的運用は州教育局などの運用機

関に任されるようになった。州裁量の拡大については,

地域の実態にあった柔軟な対応ができるなどの評価と

ともに,不況により補助金が削減される中で各州がど

の程度「性の公正」に取り組むかを懸念する声もあっ

た。それ故,各州の「性の公正」のための活動を監視

していく必要が指摘され,州のsex equity coordina-

torに期待が寄せられてきた2)。

1990年法は, 1998年にCarl D. Perkins Vocational

and Applied Technology Education Act amendment

of 1998に修正され,「性の公正」のための規定などが

変更されており, 1990年代の取り組みの実態を州レベ

ルで検討しておくことは重要である。

オハイオ州は1990年代に「オイオ州性の公正プロ

ジェクト」(Gender Equity Project for Ohio)を発足

させ,プログラムの開発などに積極的に取り組んでき

た。筆者は1999年9月にオハイオ州立大学雇用訓練セ

ンター(the Center for Employment and Training

at the Ohio State University)を訪問し,資料を収集

するとともにオハイオ州のgender equity coordina･

tor でありプロジェクトの一員でもある Connie

McSwain Blair,プロジェクトの代表者である

Sharon S. Redick,プロジェクトのスタッフである

Marna E. Lombardi とKathy Shibley に面接調査を

行った。

これらをもとに,本研究では, 1990年代に米国職業

教育法により「性の公正」のための教育的な取り組み

: ・ -

が実際に各州でどのように行われたのか,オハイオ州

の場合を取り上げ検討することを目的とした。本報で

は,職業教育法によるオハイオ州の「性の公正」の取

り組みの全容を明らかにするとともに,いくつかのプ

ログラムの実施状況と成果を検討したい。後述するオ

イオ州で開発された「性の公正」の行動目標と測定方

法の具体的検討は次報で行うこととしたい。

1。職業教育法に規定された｢性の公正｣の取り組み

1976年法から1990年法まで職業教育法の｢性の公正｣

のための規定は変化してきたが,各州に要求された｢性

の公正｣の取り組みは主に次の3点であった3)。

1つは,主婦をやめて働かなければならない人や単

親者,シングルで妊娠した女性に対する職業訓練プロ

グラムの開発やそれに参加するための様々な子育て支

援の整備である。職業教育法は,教育機会に不当に恵

まれなかった人(disadvantaged people)に職業獲得

のための実質的援助を保障する補助金の配分を規定し

てきた。その対象者に主婦をやめて働かねばならない

人や単親者などが含められるようになり,州教育局に

配分された補助金を用いることが明示されるように

なった。

2つ目は,｢性の公正｣のためのプログラムの開発や

取り組みである。これは,2つの方向で要求されてい

る。 1つは,教育における性の偏見やステレオタイプ

化を排除するとともに,子どもたちにそれを伝える教

育の推進である。具体的には,プログムや教材の開発,

研修,リーフレットの配布などの取り組みがある。も

う1つは,職業分野における伝統的性別固定を是正す

るための実際的な取り組みである。伝統的に性別が固

定されてきた職業分野プログラムに参加し就職しよう

とする反対の性の人への援助や,女性が職業教育プロ

グラムや職業にアクセスできるための援助がある。

1990年法では,各州に配分される補助金の25%を州

教育局に配分し(75%は学区に配分),その10.5%を上

記の2つのプログラム開発やそれに関わる活動に用い

ることが要求されている。なお,本稿では紙幅の関係

で詳述しないが, 1998年法では,｢性の公正｣の視点は

教育システムに統合されるべきであると考えられ,規

定そのものが変更されている4)。

3つ目は, sex/gender equity coordinator (g.e.c.と
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略す)を任命し配置することである。1984年法以降,

g.e.c.の権限は強化され,上の2つのプログラム開発

や予算配分に責任をもつとともに,女性の雇用要求や

教育要求に応えられるように職業教育の効果について

のデータの収集と分析にも責任を負うこととなった。

アメリカ合州国では以上の規定により職業教育法が

刺激となり, g.e.c.を中心に各州で｢性の公正｣のため

の教育的取り組みが推進されてきたと考えられる。

では, 1990年代に州レベルで実際にどのように｢性

の公正｣のための取り組みが展開されたのであろうか。

2｡1990年職業教育法によるオハイオ州の「性の公正」

の取り組み

オハイオ州では,職業教育法の規定に基づいて1976

年法以降g.e.c.が任命されてきた。 1976年法時代には

Carol Darling が, 1984年法時代にはNancy Evans が

g.e.c.として性の公正のための仕事を行ってきた。現

在のg.e.c.は,既に述べたようにConnie Blair であ

る。彼女は, 1990年法のもとで教育局の担当者として

8年間「性の公正」のための仕事に従事してきた5)。

Blairによると, 1990年法に基づいて1999年度にオ

ハイオ州に配分された連邦補助金は, $50,000,000で

あった6)。州への補助金は, 1990年法の規定に基づき,

25%が州教育局に配分され,その中の10.5%が「性の

公正」のために用いられている。補助金は中等と中等

後の教育に用いられ,オハイオ州では85%が中等教育

に, 15%が中等後の教育に配分される。中等後の教育

のための補助金は60%が成人職業教育に, 40%がテク

ニカル・カレッジに配分される。

さて,オハイオ州では, 10.5%の中の7%は単親者,

主婦をやめた人,シングルで妊娠した女性のためのプ

ログラムに,3.5%は性の公正のためのプログラムに配

分されている。

これらの補助金によりまず,オハイオ州では, 1990

年法の要求に従って,一つは単親者,主婦をやめた人,

シングルで妊娠した女性などに対して,職業教育プロ

グラムとそれに参加するためのディペンデント･ケア,

交通費,授業料,教材費の支給などを含む総合的な援

助サービスを実施している。もう一つは,非伝統的職

業7)一丿寺に経済的な充足をもたらすｰに女性がつ

くプログラム,あるいは男女ともに非伝統的職業につ

くための奨学金制度が実施されている。これらの詳細

は,次の項で述べたい。

これらとともに,「性の公正」を課題として含む

Equity (公正)のために,①技術援助,②現職教育の

ための研修の提供,③出版物,④リソース・センター

の整備などのサービスが提供されている8)。

①の技術援助は,教育者が伝統的な性役割に囚われ

ないでキャリア情報を捉えるのを援助したり,教室に

公正に関する概念を持ち込む方法を伝えるなどの援助

を行うもので,具体的には以下があげられている。

・要請に応じて,セクシュアル・ハラスメント,公正

な教授スタイル,数学や科学教育の重要性などのト

ヒックスについてのワークショップを行う。

・教師や管理職に公正な教育のための計画,目標,方

略を立てるようにアドバイスする。

・オハイオ州の職業教育における男女の統計データを

収集し,分析し,広める。

・教師,カウンセラー,学校の管理者が両性のための

職業教育機会を改善するのを援助する。

②の研修については,学校の管理職やカウンセラー,

教師にキャリア機会に関する情報をもたらしたり,偏

見のない態度を促す無料の講演を行うものであり,

1998年度は, 107回(3,264人を対象に)以下のトピッ

クスで教員研修が行われたことが示されている。 ト

ピックスは,「教室の中の差別をなくす」「教室の中の

公正」「多様性について考える」「非伝統的な生徒を育

てていく方法」「教室の中で前向きな生徒参加を引き出

す」「あなたの学校にはセクシュアル･ハラスメントが

進行していませんか?」「数学,科学,テクノロジーで

の成功を促す」である。

③の出版物としては,以下がある。

･ Equity Exchange(年4回発行のニュースレター)

･ EflMtty Issttes(性の公正に関する注目すべき最新の

トピックスを取り上げた情報提供の文書)

・特別な公正に関わる訓練プログラムのためのカリ

キュラムガイド

・公正のためのプログラムの概要を提供したり,新し

い学級経営の方法を提案するパンフレット

上記2つはオハイオ州立大学により作成され,学校

の管理者,教師,生徒とともに活動する人など総計

10,000人以上に送付されているということである。

④については,性の公正に関する情報や見解,照会

に関して調べる中心的な所として, the Vocational

Sex Equity Resource Center が設けられており,文

献,資料,ビデオテープなどが収集されている。

Blairによると,彼女はg.e.c.に就任した翌年(1991

年)に講演のためのスピーカー・グループを組織し,

性の公正に関する最新の情報や研究成果を共有し,州

全土に広めることを試みてきたいうことである。

なお,教員になる学生のためには,性の公正に関連

した2つのプログラム(GESA-一一Gender/Ethnic

Expectations and Student Achievement とQuest)

が開発されており,2つのワークショップに参加して

教員になるということである。

ところで,技術援助や研修のトピックスにみられる

ように,セクシュアル・ハラスメントは今日最も要望

されている課題の一つであり,研修においてさらなる

訓練の多くはセクシュアル・ハラスメントに関して行

われているということであった。Eq這松 の Vol. 5
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-Issue 4 (1999年夏)でも,セクシュアル･ハラスメン

トが取り上げられている。

オハイオ州で注目されるのは,これらの取り組みを

支える背景として, 1990年代にSharon Redick を代

表とする数名のスタッフによる「性の公正プロジェク

ト」が立ち上げられ,オハイオ州立大学との共同で,

ニューズレターの作成や研究が行われてきた点であ

る。RedickとKathy Shibley によると, Blairのりー

ダーシップのもとで1992年から GEMS (Gender

Equity Modules)の開発が行われてきたということで

ある9)。「性の公正」のための行動のスタンダードのコ

アが開発され,その後年齢集団に適する特別なスタン

ダードが学年ごとに開発された。まず,9 -12学年のス

タンダードが開発され,次にミドルスクール(6-8学

年,時には9学年を含む)が開発され,成人教育に発

展した。その中で「自尊感情」が主たる課題であり,

そこヘカリキュラムを方向付ける必要が明らかにされ

たという。これらの行動目標(competency)の開発に

続き,測定指標(instrument)と査定(assessment)

の開発が進められているlo)。これら一連のものは,教育

の責任(accountability)を果たすためのものと考えら

れる。

プロジェクトにより作成されたカリキュラムガイド

は,11の教科領域全てを越えるものとなり,性の公正

が職業教育やある教科に限定される課題ではなく,教

科領域を越えて教育全体を貫く課題として共有される

ことになった点は,重要である。

オハイオ州では,公正はジェンダーのみならず人種

などのマイノリティにおける共通課題として位置づけ

ている。Blair は職業教育法が改定されても,この課題

を掲げることは今なお全ての者にとって重要であると

指摘するとともに, 1990年代の取り組みを以下のよう

喪1 単親,主婦をやめた人,シングルで妊娠した女性に対するプログラムと奨学金の受領者数

に評価している。職業教育法の改訂によりプログラム

が変更されても,オハイオ州は1990年代の取り組みに

より,現在全ての生徒がジェンダーに関係なく,自分

の興味と能力に基づいたキャリア追求の機会がもてる

ようになる過程にあるのであり,そのことがオハイオ

州の希望である,と。

3。オハイオ州におけるプログラムの実施状況と成果

ここでは,先の単親者,主婦をやめた人,シングル

で妊娠した女性のためのプログラム並びに｢性の公正｣

のためのプログラムのオハイオ州における実施状況と

成果について,オハイオ州教育局の1998年度報告書

FY98 Equity:Moving Toward S吻｀一Sufficiency'^^)を

用いて検討したい。実施状況の詳細については,表1

~9に示している。プログラムは,オハイオ州の52の

学校などの教育機関(Vocational Education Planning

Districts, VEPDs)により提供されている。

(1)単親者,主婦をやめた人,シングルで妊娠した女

性のための取り組み

オハイオ州では,単親者,主婦をやめた人,シング

ルで妊娠した女性などに対して,以下のプログラムと

サービスが用意されている。

① Comprehensive Support Services (CSS)

Grant

② Displaced Homemaker (DH) Program

③ Graduation, Occupation, and Living Skills

(GOALS)Program

④ Ventures in Business Ownership (VBO)Pro-

gram

表1からわかるように,受領者は圧倒的に女性であ

るが,②と④には1割弱の男性もみられる。受領者の

(Ohio Department of Education, Division of Vocational and Adult Education, Equity:JFY98 Programs and Services

より筆者作成｡)

表2 「性の公正」のためのプログラムの受領者数

(Ohio Department of Education、 Division of Vocational and Adult Education、EflMity:FY98

Programs and Servicesより筆者作成｡)
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表3 Comprehensive Support Services (CSS) Grantの1998年度実施状況―中等教育レベルの場合一

(Ohio Department of Education, Division of Vocational and Adult Education, Equity:FY98 Programs and Seruicesより筆者作

成｡)

多くは,何らかの公的援助を受けている生活困難層で プログラムに登録するか,非伝統的なキャリアを目標

ある。 にすることが記されている。様々な公的援助を受けて

①は,ディペンデント・ケアや送迎,授業料などの いた受領者の半数以上は経済状態が好転し,公的援助

支援の提供により,単親者や主婦をやめた人が労働力 を受けずに自立できるようになっている。

開発プログラムに参加するのを援助することを目的と ②は,低収入の主婦をやめた人や単身者が家事労働

している。目標は,対象者が貧困から脱却し,自分で から賃金労道へと移動するのを援助するプログラムで

経済的に充足することである。VEPDsの50ヵ所で行 ある。参加者が新しい生活状況に対処し,自立を妨げ

われており,平均$20,660が配当される。 る障害を克服し,職業スキルを獲得するのに役立つ教

表3によると,①を受けた中等レベルの生徒の 育やサービスを提供する。 VEPDsの27ヵ所で行われ,

92.7%は高等学校卒業資格を得るか,進級するなど学 平均$28,845が配当されている。表1からわかるよう

業を続けている。また, 90.2%が専門的な職業訓練プ に,プログラムの受領者は1900人にのぼる。このプロ

ログラムを終了するか,引き続きプログラムを受講し グラムは, 1977年に開始され, 1988年度の履修者は100

ている｡プログラムを終了した者の50%は,卒業後6ヶ 人であり13),10年間で約19倍になっている｡表5による

月以内に訓練に関連した分野で職を得ている。終了後 と,受領者の3割は高校の卒業資格を持っておらず,

の最低賃金は時給$5.50であること,また受領者の その6割近くはGEDに登録している。受領者の半数

25%は非伝統的な職業訓練プログラムに登録するかあ は基礎スキルの改善が必要であり,その約8割は治療

るいは非伝統的キャリア・プランをたてる･ということ プログラムに登録している。一方,受領者の約3割は,

が記されており,成果をあげているといえよう。 仕事訓練プログラムに登録している。仕事の訓練を終

一方,成人の場合は,ほぼ全貝がABLE/GED12)に 了した者の半数以上は関連分野で就職しており,経済

登録するか,卒業資格の取得のために高校に戻るか, 状態は好転するものと思われる。 15%は,非伝統的職

職業訓練に登録するということである。表4をみると, 業や公的援助を減らせる収入の良い職業につくことが

45.1%が仕事の訓練を終了し,その半数は関連分野で 記されている。

職を得ている。その際の時給はプログラム受講以前の ③は, 16-30歳の高校を退学した単親者や主婦を援助

$6.25以上であることや, 25%が非伝統的な職業訓練 する。学習者が自分のキャリアに関する興味や能力を
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表4 Comprehensive Support Services (CSS) Programの1998年度実施状況一成人の受領者の場合-

(Ohio Department of Education､ Division of Vocational and Adult Education、Equity: FY98 Programs and Servicesより筆者作

成｡)
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表5 DisplacedHomemaker (DH) Programの1998年度実施状況

(Ohio Department of Education, Division of Vocational and Adult Education, Eqwity: FY98 Programs and Servicesより筆者作

成｡)

査定し中等教育を終える計画を援助する。表6による

と,受講者のほとんどは高校卒業資格がなく,また基

礎スキルの改善が必要であり,9割近くがABLEクラ

スや基礎スキルの治療プログラムに登録している。仕

事の訓練を受けるものも若干いるが,主に市民教育と

してベアレンテイングのための情報やスキルが提供さ

れる。VEPDsの4ヵ所で行われ,平均$37,178が配当

されている。受講者の15%は非伝統的職業やフード・

スタンプなどの公的援助を減らせるような職業につく

ことが記されている。但し,このプログラムは1978年

に開始され, 1988年度の履修者は488人であったが14)

10年間に半減している。

④は,単親者,主婦をやめた人,シングルで妊娠し

た女性が自分の事業を始め,経営するのを援助する。

広範囲の内容が個別指導され,20週にわたり実践的・

段階的に学ぶ。実際に事業を起こした経験者が教員と

なり,質の高い訓練を提供する。VEPDsの7ヵ所で行

われ,各$39,000が配当される。このプログラムの成

果はすぐにはみられないが,長期にわたってみると,

半数以上が事業を開始している。

(2)「性の公正」のためのプログラム

一方,オハイオ州では「性の公正」のために,以下

のプログラムと奨学金制度が用意されている。

⑤ Nontraditional Education for Teens Work

(NETWork) Program

⑥ Orientation to Nontraditional Occupations

for Women (ONOW)Program

⑦ Promoting Access in Technical Education

(PATE)Grant

⑤は,生徒に非伝統的な職業選択を紹介するもので

ある。妊娠や家族の経済状態などにより退学しそうな
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表6 Graduation, Occupation, and Living Skills (GOALS)Programの1998年度実施状況

(Ohio Department of Education, Division of Vocational and Adult Education, Equity:FY98 Programs and Semcesより筆者作

成｡)

10学年の女子生徒に焦点化されており,生徒がピアプ

レッシャーから仕事への適応に至る成長のための課題

に向き合うことを,高収入の職業準備教育を通して援

助する。生徒は,法の施行,遠距離通信,自動やトラッ

クのメカニック,消防,溶接,大工など多様な非伝統

的キャリアを探求する。これらの仕事に関するスキル

の学習とともに,卒業単位のために数学や科学などの

アカデミック補習クラスを最低2つ,また非伝統的

キャリアに重要な体育1単位の取得が課せられてい

る。VEPDs の5ヵ所で行われ,各々$20,000が配当さ

れる。表9をみると,約8割の生徒がプログラムを終

了し,プログラムに対して肯定的な評価を行っている。

⑥は,高収入の非伝統的職業に就きたい,経済的に

恵まれない女性のための8週間の職業探求訓練プログ

ラムである。 208時間の集中プログラムにより建築,製

造,サービス,高度な技術分野のキャリア準備を行う。

最低5つの非伝統的分野での実習,週3回の身体に関

するクラスの受講とともに,数学や機械,空間認知ス

キルや安全な道具使用などを学ぶ。 VEPDs の7ヵ所

で行われ,各々平均総額$50,000が配当される。これ

はまた,各学区でも行われ,成果を挙げているという

ことである。表10をみると,修了者の約7割が非伝統

-

的職業や訓練に入り,8割がうまくいっている。

⑦は,生徒がジェンダーより自分の興味と能力に基

づいて技術教育プログラムを選択することを援助する

もので,男女ともに非伝統的プログラムヘ登録し,続

けることを目的とする。VEPDsの5ヵ所で行われ,

各々総額$12,000が配当される。

4。「性の公正」の取り組みの意義と課題

1990年代のオハイオ州における「性の公正」の教育

的な取組みの一つは,職業教育法に基づき実施されて

きたプログラムや援助である。それらは,教育や職業

世界への女性のアクセスを徹底して補償するために,

また女性の貧困化の原因になっている職業分野におけ

る伝統的な男女比の偏りを是正するために行われてき

た。それらは,低所得層や将来の低所得層に経済的に

自立した生活を可能にするなど一定の成果をあげてき

た。これらは,リベラル･フェミニズムが問題にした,

公的領域における女性の平等な参加を実現する道であ

る。しかしながら,それが「女性」というカテゴリー

を前提とした「女性」の保護や支援という観点からで

はなく,不当に扱われ教育機会に恵まれなかった境遇

の人への補償の一貫として,また職業分野における性
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表7 Ventures in Business Ownerships (VBO)Programの1998年度実施状況

(Ohio Department of Education, Division of Vocational and Adult Education, Equity:FY98 P?･ograms and Servicesより筆者作成｡)

喪8 Nontraditional Education for Teens Work (NETWork) Programの1998年度実施状況

(Ohio Department of Education, Division of Vocational and Adult Education, Equity: FY98 Programs and Semcesより筆者作成｡)

表9 Orientation to Nontraditional Occupations for Women (ONOW)Programの1998年度実施状況

(Ohio Department of Education, Division of Vocational and Adult Education, Equity: FY98 Programs and Se。icesより筆者作成｡)
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別のステレオタイプヘの対抗として行われてきた点に

意味があるのではないだろうか。

また,対象が低所得の生活困難層やその予備軍に留

まる傾向にあるという限界を持ちつつも,子どもを生

み育てることにより教育や就労にアクセスする機会を

阻まれてはならないという考え方は,子育てを女性が

家庭で行う私事としてではなく,社会の共同課題とし

て捉え直す可能性を孕んでいる。つまり,フェミニズ

ムが問題としできた公私の分離の問い直しにも寄与す

る可能性がある点で,これらの取り組みは重要である。

一方,この取り組みだけでは,全ての子どもたちに

ジェンダーに囚われないキャリア探求や「女/男らし

さ」の呪縛の問い直しなどの機会が保障されるわけで

はないし,家父長制により貫かれている近代学校教育

システムの問い直しには至らない。オハイオ州では,

職業教育法のインパクトを受け,州教育局とオハイオ

州立大学の共同プロジェクトなどを立ち上げ,「性の公

正」のためのカリキュラムガイドを開発するとともに,

ニューズレター,資料の作成と配布,研修,資料セン

ターの整備などが行われてきた。それにより,ジェン

ダーが教育の一つの課題として位置づけられ,研究さ

れ,成果が教育関係者や子どもたちに共有されてきた

意味は大きい。性の偏見やステレオタイプを脱却して

いくために開発されたカリキュラムガイドは,教師の

約45%により購入され活用されているという。

今後,オハイオ州で開発茫れた「性の公正」のため

のカリキュラムガイドや実践について検討する必要が

ある。「自尊感情」へと方向づけられたという指摘に注

目し,カリキュラムがア不デンテイテイの形成過程を

どのように支援するものとなっているのか,具体的に

検討する必要がある。なぜなら,ジェンダーに関する

教育が州教育局の主導により進められ,制度化される

ということは,教育の過程が個人(子ども)にとって

抑圧的になる危険性もまた孕んでいるからである。ラ

ディカル・フェミニズムが問題にしたミクロポリ

ティックスという日常に潜む権力の問題が問われなけ

ればならないであろう。これらの課題については,次

報で検討することとしたい。
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